
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  担保物がある場合の貸倒処理 

Ｑ：担保物がある場合、それを処分した後

でないと貸倒処理することができないそうで

すが、担保物には先順位でかなりの額が設定

されていますので、回収は不可能と思われま

す。このような場合でも貸倒処理することは

できないのでしょうか？                                  

  

Ａ：担保物が実質的に担保になっておらず、

その全額が回収できないと認められる場合は、

担保物を処分する前でも貸倒処理することが

認められます。 

【解説】 

法人税では、法人の有する金銭債権につき、

その債務者の資産状況、支払能力等からみて

その全額が回収できないことが明らかになっ

た場合には、その明らかになった事業年度に

おいて貸倒れとして損金経理をすることがで

きることとされており、その金銭債権につい

て担保物があるときは、その担保物を処分し、

その処分によって受け入れた金額を控除した

残額について、その全額が回収できないかど

うかを判定することとなっています。 

したがって、原則としては、その担保物を

処分した後でなければ貸倒処理を行うことは

できませんが、担保物の適正な評価額からみ

て、その劣後抵当権が名目的なものであり、

実質的に全く担保されていないことが明らか

である場合には、担保物はないものとして取

り扱ってよいこととなっています。 

こうした場合には、その全額が回収できな

いと認められれば、担保物を処分する前でも

貸倒処理することが認められます。 
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